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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

総括研究報告書 

「精神保健医療福祉施設におけるトラウマ（心的外傷）への対応の実態把握と指針

開発のための研究」 

 

研究代表者 西大輔（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 教授） 

研究要旨 

本研究では、精神科医療機関をはじめとする支援機関において、支援者が潜在的なトラ

ウマ体験者にどのように対応しているかについて実態を把握するとともに、トラウマイン

フォームドケア（Trauma-informed Care：TIC）の実践・普及のために有用な指針および研

修を作成しその有効性を検討することを目的とする。令和 4 年度は、①一精神科医療機関

における看護職員を対象とした TIC 研修の有効性の検討、②隔離・身体拘束最小化に対す

る TIC 研修の有効性の検討、③精神保健福祉センターや精神科医療機関以外の支援機関に

おける TIC 普及に向けた検討、を行った。①に関しては、主要アウトカムである ARTIC の

得点の上昇に関して、主解析において有意ではないものの一定の効果量が認められ、副次

アウトカムである心理的安全性の得点の上昇については有意な効果が認められた。②に関

しては、隔離・身体拘束実施時間に有意な短縮は示されなかったものの、隔離・身体拘束実

施時間ともに減少傾向が示されており、特に身体拘束に関しては有意傾向であった。③に

関しては、精神保健医療福祉領域においてはもちろんのこと、それにとどまらない領域に

おいても研修を実施したり実施準備を進めた。これらの研究により、学術的な観点からも

実施可能性の観点からも様々な領域における TIC 普及の土台が形成されたと考えられる。 

 

分担研究者 

宮本有紀  東京大学大学院医学系研究科 

精神看護学分野 

神庭重信  一般社団法人日本うつ病センタ

ー、飯田病院 

竹島正   大正大学地域構想研究所、 

川崎市総合リハビリテーション 

推進センター 

亀岡智美  兵庫県心のケアセンター 

臼田謙太郎 国立精神・神経医療研究センタ

ー精神保健研究所 

研究協力者 

小竹理紗  東京大学大学院医学系研究科 

精神看護学分野 

大岡由佳  武庫川女子大学 

大津絵美子 吉祥寺病院 

松村麻衣子 ハートランドしぎさん 

三宅美智  国立精神・神経医療研究センタ

ー精神保健研究所 

片岡真由美 同上 

 

Ａ.研究目的 

子ども期の逆境体験（Adverse Childhood 

Experiences: ACEs）の頻度は高く、米国では

研究参加者の 52.1％が 18 歳以前に 1 つ以上

の、6.2%は 4 つ以上の ACEs を経験しており、

4 つ以上の ACEs を体験している人は ACEs が

ない人に比べて非常に多くの精神・身体疾患

の発症リスクが増大することが示されている

(1)。 

ACEs の頻度の高さと影響の大きさが明らか

になったこと等から、近年「トラウマインフォ

ームドケア(TIC)」が注目されている。TIC は

PTSD（posttraumatic stress disorder）に特

化した治療ではなく、ACEs のようなトラウマ

体験の影響を理解し、当事者がトラウマを体

験したことが明らかではなくともその可能性

を念頭に置き、それを踏まえた対応を通常の

医療やサービスの中に組み込んでいくことで

ある(2)。TIC は患者の症状緩和や支援者の燃
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えつきを予防する可能性がJAMAでも指摘され

(3)、既に TICのための手引きも出版されてい

る(4)。ただ、わが国において TICの実践に向

けた取り組みは進んでいるとは言えない。 

本研究では、精神科医療機関をはじめとす

る支援機関において、支援者が潜在的なトラ

ウマ体験者にどのように対応しているかにつ

いて実態を把握するとともに、TICの実践・普

及のために有用な指針および研修を作成しそ

の有効性を検討することを目的とする。令和 4

年度は、①一精神科医療機関における看護職

員を対象とした TIC 研修の有効性の検討、②

隔離・身体拘束最小化に対する TIC 研修の有

効性の検討、③精神保健福祉センターや精神

科医療機関以外の支援機関における TIC 普及

に向けた検討、を行った。 

 

Ｂ.研究方法 

１．TIC研修の看護職員および患者に対する有

効性の検討 

2021 年度に実施した１つの精神科医療機関

の看護職員・患者を対象とした非ランダム化

比較試験のデータをさらに詳細に解析し、TIC

動画研修が看護職員の TIC に関する態度の変

化や精神健康の改善に有効かどうかを検討し

た。 

 

２．TIC研修の看護職員および隔離・身体拘束

最小化に対する有効性の検討 

詳細は分担報告書に記載した。2021 年度に

開始した、11 の精神科医療機関の看護職員を

対象とした非ランダム化比較試験について、

介入群（6施設 33病棟）の医療機関において、

対照群（5 施設 27 病棟）の医療機関と比較し

て、隔離・身体拘束の件数の減少や時間の短縮

が認められるかどうかを検討する。 

（倫理面への配慮） 

本研究は人を対象とする医学系研究に関する

倫理指針を遵守して行われる。主機関におい

て倫理委員会から研究計画の承認を受けた。 

 

３．精神保健福祉センターや精神科医療機関

以外の支援機関における TIC 普及に向けた検

討 

2021 年度に検討した精神保健福祉センター

等での TIC の普及策を活用し、精神保健福祉

センター等でモデル研修を行うことを目指す。

また、2021 年度に行った児童相談所や自治体

職員等を対象としたヒアリングを参考に、児

童相談所職員に有用な TIC 動画研修コンテン

ツのたたき台を作成し、フィードバックを得

て改善する。 

 

Ｃ.研究結果 

１．TIC研修の看護職員および患者に対する有

効性の検討 

参加者フローチャートを図 1 に、参加者の

人口統計学的特徴を表 1に示す。介入群 59人、

対照群 44人がベースライン調査に参加し、介

入群のうち 30人（50.8％）が全 4回の動画を

視聴した。なお、本研究の解析に先立って、主

要評価項目である TIC に対する態度を測定す

る Attitude Related to Trauma-Informed 

Care (ARTIC)日本語版の信頼性・妥当性を検

討した英文原著論文を出版した。 

主解析である年齢・性別を調整とした混合

モデルによる ITT解析（介入群 58人と対照群

42人との比較）において、TICの動画研修は、

主要アウトカムである ARTIC の得点の増加に

関して統計学的に有意な効果を示さなかった

ものの、小～中程度の効果量を示した（介入 6

週後 0.39、介入 3 か月後 0.17）。また、副次

アウトカムである心理的安全性の得点の増加

に関しては介入 3 か月後において統計学的に

有意な効果を示した（効果量 0.58、p＝0.017）。 

感度解析として行った per protocol 解析

（介入群は 4つの動画をすべて視聴した 30人

のみを解析対象とし、対照群 42人と比較）に

おいては、主要アウトカムである ARTIC に関

して有意ではないものの ITT 解析よりも効果

量が大きくなり（介入 6 週後 0.48、介入 3 か

月後 0.36）、Responses to problem behavior 

and symptoms、 Self-efficacy at work、

Reactions to the workの３つの下位尺度に
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おいて介入 6 週後または介入 3 か月後で有意

な効果が認められた。副次アウトカムについ

ても、心理的安全性の得点の増加に関して有

意で高い効果量が認められた（介入 6 週後の

効果量 0.68、p<0.01、介入 3 か月後の効果量

0.91、p＜0.01）ほか、心理的安全性の下位尺

度である Easiness to talk、Cooperation、

Welcome novelty において有意な効果が認め

られた。また燃え尽きの下位尺度である情緒

的消耗感の得点の減少（介入 3 か月後の効果

量 0.60、p=0.038）、脱人格化の得点の減少（介

入 3か月後の効果量 0.61、p=0.044）について

も有意な効果が認められた。 

 

２．TIC研修の看護職員および隔離・身体拘束

最小化に対する有効性の検討 

結果の詳細は分担報告書に記載した。主解

析である差分の差法を用いた解析の結果、隔

離実施時間においても身体拘束実施時間にお

いても、介入前後での変化について、介入の有

意な効果は認められなかった（時点×介入群：

隔離、estimate=-0.13、P＝0.63、身体拘束、

estimate=-0.19、P＝0.07）。 

 

３．精神保健福祉センターや精神科医療機関

以外の支援機関における TIC 普及に向けた検

討 

北九州市精神保健福祉センター、日本精神

科看護協会等、精神保健医療福祉領域におい

て研修を実施し、受講者が所属機関に戻って

本研究班で作成した動画および研修資材を用

いて研修を実施できるようなインストラクシ

ョンを行った。さらに、医療観察制度に関わる

方を対象とした法務省での研修も実施した。

なお、本研究班で作成した動画や研修資材を

閲覧できるホームページは、2021年 4月 1 日

から 2023 年 3 月 31 日までの間に新規ユーザ

ー10670人、ベージビュー数 44355件を記録し

た。また東京都内の児童相談所と協働し、児童

相談所職員を対象とした動画研修コンテンツ

のたたき台を作成した。 

 

Ｄ.考察 

１．TIC研修の看護職員および患者に対する有

効性の検討 

本研究では、主要アウトカムであるARTICの

得点の上昇に関して、主解析において有意な

効果は認められなかったが、副次アウトカム

である心理的安全性の得点の上昇については

有意な効果が認められたこと、また per 

protocol 解析においては主要アウトカムの下

位尺度をはじめ多くの項目で中程度以上の効

果量が認められた。日本の先行研究（Niimura

ら）では ARTIC に対して本研究より大きな効

果量（0.8）が認められているが、これは半日

ワークショップを行ったものである。本研究

で開発されたプログラムはより短い（1時間程

度）ため、介入強度としては低いものの実施可

能性が高く、この介入強度で一定の有効性が

示されたことには意義があると考えられる。

また、様々な医療機関から受講者を集めて行

う集合型の研修ではなく、同じ医療機関の看

護職員が全員受講することが可能なモダリテ

ィ（動画視聴）であるため、視聴後に病院・病

棟で TIC を重視する文化が生まれる可能性が

あり、これが心理的安全性の向上に寄与して

いる可能性が考えられる。 

 

２．TIC研修の看護職員および隔離・身体拘束

最小化に対する有効性の検討 

考察の詳細は分担報告書に記載した。隔離・

身体拘束実施時間に有意な短縮は示されなか

った理由として、介入強度が低い可能性が考

えられる。しかし統計学的には有意差はなか

ったものの、隔離・身体拘束実施時間ともに減

少傾向が示されており、特に身体拘束に関し

ては有意傾向であったことから、病棟におけ

る視聴者の割合を増やす、視聴後の勉強会を

行う等によって将来的に有効性が認められる

可能性はあると考えられる。 

 

３．精神保健福祉センターや精神科医療機関

以外の支援機関における TIC 普及に向けた検
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討  

ホームページに公開した動画研修は多くの

人に視聴されており、精神保健医療福祉領域

においてはもちろんのこと、それにとどまら

ない領域においても研修を実施したり実施準

備が進んでおり、様々な領域における TIC 普

及の土台を形成したと考えられる。 

 

Ｅ.結論 

TIC動画研修の看護職員、患者および隔離・

身体拘束最小化に対する有効性を検討するた

めに２つの非ランダム化比較試験を実施し、

本研究班で作成した動画研修が看護師の TIC

に関する態度や心理的安全性を向上させ、燃

えつきを軽減させる可能性を示唆した。精神

保健医療福祉領域においてはもちろんのこと、

それにとどまらない領域においても研修の実

施や実施準備が進み、学術的な観点からも実

施可能性の観点からも様々な領域における

TIC普及の土台が形成されたと考えられる。 

 

Ｆ.健康危険情報 

なし 

 

Ｇ.研究発表 

1.論文発表 

1) Kataoka M, Kotake R, Asaoka H, 

Miyamoto Y, Nishi D. Reliability and 

Validity of the Japanese Version of 

the Attitudes Related to Trauma-

Informed Care (ARTIC-10) Scale. J 

Trauma Nurs. 2022 Nov-Dec 01; 29(6): 

312-318. 

2) 西大輔：トラウマインフォームドケア. 

福岡行動医学雑誌 28(1):3-5, 2022. 

3) 大津絵美子，小竹理紗，宮本有紀，西大輔：

精神科医療機関でのトラウマインフォー

ムドケアの実践—Trauma-informed care 

practices in a psychiatric hospital—

特集 トラウマインフォームドケアの実

践．精神科 = Psychiatry / 精神科編集

委員会 編 41(3): 437-441, 2022 

4) 片岡真由美，西大輔：COVID-19 関連トラ

ウマに対するトラウマインフォームドケ

ア の 応 用 — Application of trauma-

informed care to COVID-19 related 

trauma—特集 トラウマインフォームドケ

アの実践．精神科 = Psychiatry / 精神

科編集委員会 編 41(3): 457-462, 2022. 

5) 西大輔，小竹理紗，宮本有紀：精神科医療

におけるトラウマインフォームドケアの

普及に向けて．実践トラウマインフォー

ムドケア，亀岡智美編，pp162-174，日本

評論社，東京，2022（分担執筆） 

6) 臼田謙太郎，西大輔：精神保健福祉センタ

ー・保健所調査からみえるトラウマイン

フォームドケア．実践トラウマインフォ

ームドケア，亀岡智美編，pp192-204，日

本評論社，東京，2022（分担執筆） 

 

2.学会発表 

なし 

 

Ｈ.知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

1.特許取得 

なし。 

2実用新案登録 

なし。 

3.その他 

なし。 

 

引用文献 

1)Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, 

Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et 

al. Relationship of childhood abuse and 

household dysfunction to many of the 

leading causes of death in adults. The 

Adverse Childhood Experiences (ACE) 

Study. American journal of preventive 

medicine. 1998;14(4):245-58. 

2)亀岡智美, 瀧野揚三, 野坂祐子, 岩切昌宏, 

中村有吾, 加藤寛. トラウマインフォーム

ドケア―その歴史的展望―. 精神神経学雑

誌. 2018;120(3):173-85. 

3)Kuehn BM. Trauma-Informed Care May Ease 

Patient Fear, Clinician Burnout. JAMA. 

2020. 
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4)SAMHSA’s Trauma and Justice Strategic 

Initiative. SAMHSA’s Concept of Trauma 

and Guidance for a Trauma-Informed 

Approach 2014 [Available from: 

https://www.nasmhpd.org/sites/default/

files/SAMHSA_Concept_of_Trauma_and_Gui

dance.pdf 
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厚生労働科学研究費（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

「精神科病棟入院者が入院中に体験する関わりと病棟環境に関する研究」 

 

研究分担者 宮本有紀（東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野 准教授） 

 

研究要旨 

精神保健福祉施設のうち、特に精神科病棟に入院する者がどのような経験をしているのかを知り、

精神科病棟での入院経験を当事者の視点から評価する尺度を開発することを目的とし、精神科病棟

に入院した経験のある者からその経験や患者から見た精神科入院医療の評価ポイントを聞き（研究

１）、それら患者からの視点の含まれる精神科医療評価尺度を開発し（研究２）、その信頼性妥当性

の検証（研究３）を行った。 

研究１では２つ以上の精神科医療機関の精神科病棟へ複数回以上の入院経験のある人に協力を

依頼した。個別インタビューへの協力を得た 2 名から語られた、スタッフとの人間的なやりとり（声

をかけてもらえる、話を聞いてもらえる）や病棟でのプログラムなどに関する意見が含まれる尺度

として、精神科入院ケア認識尺度（Views on Inpatient Care: VOICE）という尺度が存在すること

がわかり、VOICE 日本語版を作成した（研究２）。精神科病院一施設より協力を得て、精神科病棟入

院中の患者に協力してもらい、作成したVOICE日本語版の信頼性・妥当性の検証を行った（研究３）。 

この研究を通じて、精神科病院への入院経験のある者の声がこの研究に反映されるよう、患者市

民参画（（Patient and public involvement: PPI）をできるだけ行いながら研究を実施した。 

精神科病棟入院者が入院中に体験する関わりと病棟環境を入院経験者から聞き取り、それら入院

経験者にとってポジティブな経験、ネガティブな経験として語られていたような項目が含まれる精

神科入院ケア認識尺度 VOICE 日本語版を開発し、信頼性妥当性が検証された。

Ａ.研究目的 

精神保健福祉施設を利用する者が、そのサ

ービスを利用中にそのサービスの構造や、支

援専門職とのかかわりの中でトラウマとなる

ようなできごとを経験したり、過去のトラウ

マを刺激されるような出来事に遭遇すること

がわかっている。 

本研究では、精神保健福祉施設のうち、特に

精神科病棟に入院する者がどのような経験を

しているのかを知り、精神科病棟での入院経

験を当事者の視点から評価する尺度を開発す

ることを目的として以下の調査を行った。 

精神科病棟に入院した経験のある者からそ

の経験や患者から見た精神科入院医療の評価

ポイントを聞き（研究１）、それら患者からの

視点の含まれる精神科医療評価尺度を開発し

（研究２）、その信頼性妥当性の検証（研究３）

を行った。 

 

研究１：精神科病棟に入院中のポジティブな経

験やネガティブな経験 

Ｂ.研究方法 

精神科病棟での経験を知るために、精神疾

患の診断を受け、精神科病棟に入院した経験

のある者で現在は地域で生活をしている者に

個別インタビューを実施して体験や思いを聞

き取った。 

1. 調査の実施 

研究は、研究者の機縁により、日本の精神科

病棟へ複数回以上の入院経験のある者を対象

とするインタビューを日本語で行った。 

インタビューはインタビュイー1 人と研究

者 1－2 名が同席して行う形式とし、感染予防

のため、オンラインミーティング(zoom)を用

いて行った。 

2. 研究参加者 

この研究では、精神科病棟での入院中に経

験したポジティブな経験やネガティブな経験

を聞き取るため、本人の中での経験やとらえ

方の比較ができるよう、精神科病棟への入院
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経験が複数回以上あり、また、２つ以上の精神

科医療機関に入院経験のある者にインタビュ

ー協力の依頼をすることとした。 

研究参加者は病棟で経験したネガティブな

経験を医療者には語りにくいことが考えられ

るため、このインタビューにあたっては、主た

る研究者（分担研究者）が医療者として関わり

のある人ではなく、医療とは関係のない交流

を通じてインタビュー協力を依頼した。 

主たる研究者(分担研究者)と交流があり、

その交流の中で、複数回以上の精神科病棟へ

の入院経験があることやその経験について話

してくれたことのあった 2 名へ、研究者から

協力依頼を行った。2 名とも協力を応諾し、そ

れぞれ個別にインタビュー日程を調整し調査

を実施した。 

3. データの生成と分析 

インタビューでは、精神科病棟での入院経

験と、入院していて安心したこと、嫌な気持ち

になったこと、患者から見た精神科入院医療

の評価ポイントを個別に聞き取った。 

4. 倫理的配慮 

インタビューは、研究の目的、内容、研究協

力の任意性および撤回の自由について文書及

び口頭で説明し、同意を得て行った。本研究は

東京大学大学院医学系研究科・医学部倫理委

員会の承認を得て実施した。 

5. 本研究での患者市民参画（Patient and 

public involvement: PPI） 

本研究では、精神科病棟入院者が入院中に

体験する関わりを明らかにして、精神科医療

現場で働く医療者へ伝えるとともに患者から

みた入院ケアの評価尺度を開発することを目

的としていた。このため、精神科病棟入院経験

者に早い段階から本研究に関わってもらうこ

とが重要と考え、研究 1 のインタビュー実施

前よりヒアリングを行っていた。精神科病棟

入院経験者の意見を参考にしながら、研究計

画を進めた。 

 

Ｃ.研究結果 

２か所以上の精神科医療機関に20回以上の

入院経験のある２名が参加した。 

精神科での入院で経験したことに関して、

看護師などスタッフとの人間的な関わりにつ

いて多く語られていた。覚えていてもらえる

とうれしい、声をかけてもらうとほっとする、

といったポジティブな評価の関わりと、看護

師がナースステーションから出てこず関わり

がない、（直接声をかけずに）一斉放送で（食

事などが）知らされる、（患者の話は聞かず）

医療者のしたい話をされる、など嫌な経験と

しての関わりの乏しさが語られていた。 

ほかの嫌な経験として、看護師への声のか

けにくさ、具合の悪さを伝えても取り合って

もらえない、看護師からの説教や患者に対す

る悪口などが語られた。 

良かった経験として、食事がよかった（おい

しかった、選択メニューがあった）、参加して

表現できるプログラムがあった、心理教育で

一人一人の薬データをくれて説明してくれた、

病棟に本があった、看護師達が何か困ったら

いつでも言ってほしいと何度も声をかけてく

れたなどが語られた。 

 

Ｄ.考察 

複数以上の精神科入院経験のある参加者ら

は、精神科入院時の経験に関して、スタッフ

との人間的な関りについて多く語っていた。

そのほかにも、プログラムのことや病棟設備

のこと、食事のことなどについてポジティブ

な経験およびネガティブな経験として語って

いた。精神科入院経験について評価する視点

を入院経験者から得ることの重要性が示唆さ

れた。 

 

研究２：精神科入院ケア認識尺度の探索および

作成 

Ｂ.研究方法 

研究１で聞き取られた精神科病棟で経験し

たケアに対する評価内容が含まれるような尺

度を、日本を含む世界の尺度から探索した。 

ヒアリング結果を念頭に、患者による精神

科入院ケア評価尺度を探索したところ、精神

科入院患者らと研究者らにより英国で開発さ

れた精神科入院ケア認識尺度（Views on 

Inpatient Care: VOICE）（Evans J et al., 

2012）が、上記ヒアリングで語られた内容の
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うち食事以外の項目を含んでいることがわか

った。 

1. 精神科入院ケア認識尺度 VOICE 

VOICE は、精神科ユーザーの精神科入院で

の経験などから英国で作成された。これまで

精神科医療に対する満足度尺度などは医療者

や支援者の目線で作成されていたが、VOICE

は精神科ユーザー合計 37 名へのグループイ

ンタビューなどから、ユーザーリサーチャー

が項目案を作成し、精神科ユーザー達の確認

を得て作成された（Evans J et al., 2012）。

ユーザー視点で作成された VOICE は、19項目

6 件法の尺度であり、患者が評価する尺度で

ある。入院時、治療やケア、薬、スタッフ、

治療と活動、環境、多様性という小項目に 1～

5 問の問いがあり、たとえば「この病棟に着い

たとき、温かく迎えられていると感じた。」と

いう問いについて、「１．とてもそう思う」か

ら「６．まったくそう思わない」までの 6 選

択肢から回答を一つ選ぶ。VOICE の得点が高

いほど、その入院ケアがネガティブに受け取

られていることを示す。 

このように、患者が入院ケアを評価する尺

度で精神科ユーザーが中心となって開発され

た尺度が存在していたことがわかった。国際

比較のしやすさなども考慮し、本研究では新

たに尺度を作成するのではなく、英国で開発

された精神科入院ケア認識尺度 VOICE の日本

語版を作成することとした。 

2. 尺度の日本語版作成過程 

VOICE の日本語版尺度を作成するにあたっ

ては、Wild D et al.（2005）による患者報告

式アウトカム尺度の翻訳推奨手順を参考に、

以下の手順で作成した。 

１．事前準備 

VOICE 原作に関する発表論文の筆頭著者で

ある Evans 氏に連絡を取り、Evans 氏および

VOICE チームより日本語版作成の許可を得た。

また、日本語版の開発完成後には原作者チー

ムのウェブサイトから日本語版を配布できる

ようにし、配布の権利は英国の原作者チーム

が有することを確認した。 

また、原作者らにはこの尺度の内容につい

て適宜連絡を取り、英語あるいは英国の精神

科病棟環境と日本語あるいは日本の精神科病

棟環境で指すものが同じか確認した。 

２．順翻訳 

2 名の日本人研究者が、それぞれ独立して原

版の VOICE（英語）を日本語に翻訳した。 

３．調整 

上記２で行われた順翻訳２つを、研究者メ

ンバーからなるチーム内で比較しながら統合

して一つの日本語訳にした（日本語版草案）。 

４．認知的デブリーフィング 

精神科病院に入院経験のある者（協力者）4

名に、上記３で作成された日本語版草案を見

て読み上げてもらい、その項目を見て思った

ことを声に出してもらい、また、その問いに対

する協力者自身の回答をこたえてもらった。 

また、わかりにくい項目がないか、項目の内

容のほかに言いたいことはないかを確認した。 

５．認知的デブリーフィング結果の反映 

上記４で行われた認知的デブリーフィング

で得られた、わかりにくさが解消されるよう、

日本語表現の吟味を行い、反映させた。 

また、４，５の過程で生じた疑問を原作者ら

に確認し、より原版と等価となるように日本

語表現を修正した。 

６．逆翻訳 

上記３で統合した VOICE の日本語訳を、日

本語版作成に関わっていない英語に精通した

翻訳者により英語に翻訳した。 

７．逆翻訳のレビュー 

上記６で作成された逆翻訳を VOICE の原版

の原作者である Evans らに送り、原版と等価

であるか確認した。 

８．尺度の提示の仕方や配置の確認 

上記４の認知的デブリーフィングに参加し

た協力者らに、尺度項目の日本語の最終版を

示すと同時に、尺度の問いと回答選択肢の提

示の仕方（表形式がよいか、改行が多い方がよ

いかなど）を確認し、精神科病院に入院中の者

が回答しやすいと考えられる尺度のレイアウ

トを確認した。協力者らの好んだレイアウト

は原著者らが論文で公開している尺度のレイ

アウトとは異なるものであったため、原作者

らに状況を説明し、日本の協力者らが回答し

やすいと選んだレイアウトでこの尺度を使用
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することの了承を得た。 

3．倫理的配慮 

認知的デブリーフィングは、研究の目的、内

容、研究協力の任意性および撤回の自由につ

いて文書及び口頭で説明し、同意を得て行っ

た。本研究は東京大学大学院医学系研究科・医

学部倫理委員会の承認を得て実施した。 

4．本研究での患者市民参画（Patient and 

public involvement: PPI） 

本研究では、精神科病棟入院者が、患者の視

点で入院ケアを評価する尺度を開発すること

を目的としていた。このため、精神科病棟入院

者に意味が伝わりやすく、また、回答しやすい

調査票となることが重要であると考え、認知

的デブリーフィングや尺度のレイアウトなど

は精神科病棟入院経験者の意見を求め、それ

らの意見を反映させながら、日本語版作成を

進めた。 

 

Ｃ.研究結果 

VOICE の仮訳を、精神科入院経験のある合計

４名に個別に見てもらい、入院中の患者にも

意味が伝わりやすく、回答しやすい日本語版

尺度となるよう、個別面接および電子メール

を用いて討議を重ねた。 

原版の VOICE は、表紙含め 6 枚からなる尺

度である。全 19 項目の一つ一つの問いがゆっ

たりと配置されていることに加え、小項目（入

院時、治療やケア、薬などの７つ）ごとに自由

なコメントを書き入れることのできる自由記

載欄が配置されている。 

これらの英国版のレイアウトも含め、質問

紙のレイアウトについて、入院中の患者にも

回答しやすいものという観点で日本の協力者

に意見を求めたところ、「字の大きさは大きめ

が良いが、回答する尺度の枚数が複数枚にわ

たると負担感が増すため字を大きくしたり改

行して 2 枚以上になるよりは、一枚におさま

るようなレイアウトがよい」、「自由記載欄が

多いのは疲れる」との意見を得た。 

このため、A4 用紙一枚におさまるように、

19 項目を、表形式として選択肢も含め一行に

入るように配置し、また、自由記載欄は全 19

項目の下に一つだけ作成し、なんでも書き込

んでもらえる形式とした。これらの変更につ

いては、日本語版尺度のレイアウト含め、原作

者の了承を得た。 

また、この尺度への回答を入院患者に求め

る際には、スタッフに見られると思うと本当

のことが書けなくなるため、「この調査への回

答について、誰が回答したものかがこの病棟

のスタッフに伝わることはありません。」と記

載しておくという助言を得て、そのような文

言を付記した。 

 

Ｄ.考察 

本研究では、逆翻訳をする前に、日本の精神

科入院医療利用経験者に尺度のわかりやすさ

について確認をし、意見を得た。また、尺度の

日本語版の文言の確定後も、レイアウトや色

などについて意見を得た。このことで、より患

者の実感にあった言葉で、入院中の患者にも

回答しやすい尺度となったと思われた。 

 

研究３：精神科入院ケア認識尺度 VOICE 日本語

版の信頼性妥当性の検証 

Ｂ.研究方法 

本研究は、精神科病棟に入院中の患者から、

精神科入院ケア認識尺度 VOICE を含めた自記

式質問紙調査に協力を得て行った。 

1.対象 

東京都内にある民間の精神科病院 1 施設に

研究協力を得て実施した。この病院の病棟の

うち、5 つの病棟に入院中の患者で、明らかな

認知機能障害、日本語の読み書きができない

患者を除外し、それ以外の患者に病棟看護師

を通じて調査協力を依頼した。 

調査は自己記入式で、研究説明文書、質問紙

と筆記具（簡易鉛筆）の配布は病棟看護師が行

い、回収は、回収箱を病棟内に設置して調査期

間内（2 週間程度）に投函してもらった。 

質問紙への回答は無記名で、回答内容の匿

名性を保つため、謝礼を受け取るための住所

や氏名は回答用紙とは別の封筒で提出しても

らった。 

2.調査内容 

１）精神科入院ケア認識尺度 VOICE 日本語版 

研究２で開発したVOICE日本語版を用いた。
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VOICE は Evans らにより英国で作成された尺

度である。精神科入院医療を受ける患者によ

る、入院時、治療やケア、薬、スタッフ、治療

と活動、環境、多様性に関して精神科入院ケア

の認識を問う尺度であり、19 項目からなる。

1 項目の逆転項目があり、その項目のみ得点を

逆転させ、全項目の得点を合計することによ

り総得点を算出する。合計点の取り得る範囲

は 19～114 点であり、得点が高いほど、その

病棟での精神科入院ケアの認識がネガティブ

であることを示す。 

VOICE は 80％以上の回答があった場合（つ

まり、19 項目中 16 問以上の回答があった場

合）に、pro-rate スコアを算出する（20％ま

での欠損はその他の得点の平均値を代入する）

ことと VOICE 原版の原著者は述べており

（Evans J et al., 2012）、VOICE 日本語版の

得点算出もそれにならって行った。 

2）VOICE 日本語版の妥当性検証のために用い

た尺度 

(1) 日 本 語 版 Client Satisfaction 

Questionnaire 8 項目版日本語版（CSQ-8J） 

患者満足度を測定する尺度として国際的に

使 用 さ れ て い る Client Satisfaction 

Questionnaire 8 項目版の日本語版（CSQ-8J）

を、VOICE 日本語版の妥当性検証のために用い

た。 

CSQ-8J は 8 項目 4 件法の尺度で、各項目の

得点を合計することにより総得点が算出され

る。得点が高いほど満足度が高いことを示す。 

CSQ-8J は、信頼性妥当性の検証がなされ、

十分な内的一貫性と一定の基準関連妥当性が

あることが示されている（立森＆伊藤, 1999）

（2）INSPIRE（精神保健サービスのパーソナル

リカバリー志向性評価尺度）（INSPIRE-J） 

支援者からのリカバリー支援を自記式

で評価する INSPIRE（精神保健サービスのパ

ーソナルリカバリー志向性評価尺度）の短縮

版（5 項目）日本語版（短縮版 INSPIRE-J）

（Kotake R et al., 2020）も、VOICE 日本語

版の妥当性検証に用いた。 

短縮版 INSPIRE-J は、5 項目からなる尺度

で、精神保健サービスの利用者が、そのサービ

スのリカバリー志向性を評価する尺度である。

得点が高いほど、スタッフからリカバリー志

向の支援を受けていると利用者が思っている

ことを意味する。短縮版 INSPIRE-J は、高い

信頼性と十分な妥当性が示されている

（Kotake R et al., 2020）。 

VOICE 日本語版尺度に妥当性があるとすれ

ば、CSQ-8J、短縮版 INSPIRE-J ともに、その

得点が VOICE 得点と負の相関を示すと推測し

た。 

(3)その他の項目 

回答者の性、年齢、入院形態、これまでの入

院回数や入院行動制限を受けた経験、入院理

由（医療者から伝えられている診断）を問うた。 

3. 統計解析 

各尺度の得点を算出し、基本統計量を算出

した。 

VOICE 日 本 語 版の 信 頼 性 の 検 討 には

Cronbach のα係数を用いた。全項目の

Cronbach のα係数の算出のほかに、項目‐全

体相関分析（ある項目とその項目を除いた残

りの項目の合計点との間の相関の分析）を行

った。 

VOICE 日本語版の妥当性の検討のために、

VOICE 日本語版の総得点と、CSQ-8J および短

縮版 INSPIRE-J、入院形態等入院や治療に関す

る項目との相関係数を算出した。 

これらの統計解析は STATA SE 16 を用いて

行った。 

4.倫理的配慮 

研究の目的、内容、研究協力の任意性につい

て、無記名調査のために回答を投函した後は

撤回ができないことついて、質問紙に添付し

た説明文書で説明し、同意する者だけに調査

に回答し、投函してもらった。本研究は東京大

学大学院医学系研究科・医学部倫理委員会の

承認を得て実施した。 

5. 本研究での患者市民参画（Patient and 

public involvement: PPI） 

本研究では、精神科病棟入院者が、患者の視

点で入院ケアを評価する尺度の妥当性検証を

行った。調査票を確定するまでに、精神科病棟

に入院中の患者に回答しやすい調査票となる

よう、尺度のレイアウトや調査票の色などは

精神科病棟入院経験者や精神科病棟から退院
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して間もない者の意見を求め、それらの意見

を反映させて、用いる調査票を作成した。 

 

Ｃ.研究結果 

調査に回答した患者 142 名のうち、VOICE日

本語版の得点を算出できた 134 名の回答を分

析対象とした。 

結果の詳細は投稿する論文に記載するが、

VOICE 日本語版 19 項目のα係数は 0.94 であ

った。 

項目‐全体相関分析を行ったところ、個々

の項目とその項目以外の項目の合計得点との

間の相関係数は逆転項目の 1 項目が 0.02 で、

それ以外は 0.48-0.81 であった。 

妥当性に関しては、VOICE 日本語版と CSQ-

8J の得点の間、および VOICE 日本語版と短縮

版 INSPIRE-J の得点の間にそれぞれ有意な負

の相関（相関係数-0.7 程度）がみられた。 

 

Ｄ.考察 

VOICE 日本語版の信頼性と妥当性を検証し

たところ、信頼性・妥当性ともに許容範囲であ

ると言える結果であった。しかしながら、信頼

性検証のために行った項目―全体相関分析の

結果からは、19 項目のうち逆転項目となって

いた項目のみ、ほかの項目とは違った動きを

していたことが推測され、この項目の扱いに

ついては今後の検討が必要と思われた。 

 

研究１，２，３ 

Ｅ.結論 

精神科病棟入院者が入院中に体験する関わ

りと病棟環境を入院経験者から聞き取り、そ

れら入院経験者にとってポジティブな経験、

ネガティブな経験として語られていたような

項目が含まれる精神科入院ケア認識尺度

VOICE 日本語版を開発し、その信頼性妥当性が

検証された。 

 

Ｆ.健康危険情報 

特記すべきことなし 

 

Ｇ.研究発表 

1.論文発表 

1) 宮本有紀. 身体拘束が患者に与える影響. 

精神保健福祉ジャーナル 響き合う街で. 

2022(140):16-21. 

2) 宮本有紀. 人権を守るために：精神看護に

おける基本的人権と倫理的配慮.  萱間真

美, 稲垣中 編集. 精神看護学Ⅰ 心の健

康と地域包括ケア 現代に生きる人々の

こころの健康を支える. 看護学テキスト

NiCE. 改訂第３版 ed. 東京: 南江堂; 

2022. p. 59-65. 

2.学会発表 

1) Yuki Miyamoto, Nami Moriyasu, Akihiro 
Miwa, Asumi Tokushige, Takaki Ishida, 

Yasuko Morita, Risa Kotake, Akiko 

Inagaki, Hiroki Asaoka, Mie Sudo, 

Makoto Tokushige. How people with 

mental health difficulties want to be 

treated by those around them: a 

qualitative analysis of illness 

narratives. The 26th East Asian Forum 

of Nursing Scholars Conference (EAFONS 

2023). (Tokyo) 10-11 March 2023. 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

1.特許取得 

なし 

2 実用新案登録 

なし 

3.その他 

なし 
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Reliability and validity of the 

Japanese version of the INSPIRE measure 
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users in Japan. BMC Psychiatry. 
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3) 立森久照, 伊藤弘人. 日本語版 Client 

Satisfaction Questionnaire 8項目版の信

頼性及び妥当性の検討 . 精神医学 . 

1999;41(7):711-7. 

4) Wild D, Grove A, Martin M, Eremenco S, 
McElroy S, Verjee-Lorenz A, et al. 

Principles of Good Practice for the 

Translation and Cultural Adaptation 

Process for Patient-Reported Outcomes 

(PRO) Measures: Report of the ISPOR 

Task Force for Translation and Cultural 

Adaptation. Value Health. 

2005;8(2):94-104. 
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厚生労働科学研究費（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

「トラウマインフォームドケアをさまざまな領域で実践普及していくための 

指針改定のための一考察」 

 

研究分担者  亀岡智美（兵庫県こころのケアセンター） 

 

研究要旨 

【目的】本分担研究は、トラウマインフォームドケア（Trauma-informed Care：TIC）を精神医

療、保健、福祉領域や、児童福祉領域など、さまざまなフィールドで実践普及していくための指

針改定に役立つと思われる情報や知見を集約することを目的とする。 

【方法】先進的にトラウマインフォームドケアに取り組んでいる米国のガイドライン、プロトコ

ールやその他の資料をレビューした。 

【結果および考察】資料からわが国における TIC の実践普及に役立つと思われる要素を抽出し、主

に、組織的な取り組みに必要な要素についてまとめた。わが国においても、TIC の実践普及が望ま

れる。 

 

Ａ.研究目的 

米国でトラウマインフォームドケア（Trauma-

Informed Care, TIC）推進の要となってきた、

保 健 省 薬 物 乱 用 精 神 保 健 サ ー ビ ス 局

（ Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration，SAMHSA）では、「ト

ラウマが広範囲に有害で多大な損失をもたら

す公衆衛生上の問題である」ととらえ、年齢、

ジェンダー、社会経済的地位、人種や民族、地

理的状況や性的指向に関係なく、あらゆる領

域のさまざまな人たちに、効果的なサービス

を提供する上で、トラウマに対応することが

重要であるとしている。また、そのためには、

多領域にまたがる複数の機関が連携してTIC

を実践することが必要であるとしている(1)。 

一方、逆境的小児期体験が子どもの脳に永続

的な影響を与え、その結果、不健康な対処行動

をとるリスクが高まり、深刻な健康被害につ

ながる可能性も指摘されている(2)。TICに取

り組むことは、これらの健康リスクを軽減し、

トラウマを体験した子どもや大人の健康状態

の改善 

 

に役立つのみならず、医療をはじめとするさ

まざまな領域におけるコスト削減にもつなが

ると考えられている。 

 本分担研究では、TICを精神医療、保健、福

祉領域や、児童福祉領域など、さまざまなフィ

ールドで実践普及していくための指針改定に

役立つと思われる情報や知見を集約すること

を目的とする。 

 

Ｂ.研究方法 

昨年度に引き続き、SAMHSAが発行しているTIC

普及のためのプロトコール(3)に加えて、米国

の専門家へのインタビューを取りまとめた資

料(4)をレビューした。この資料は、米国にお

いて TIC の枠組みを構築してきた Bloom, 

Harris, Fallot, Felitti, Najavits など 27

人の専門家が、TIC を成功させるために必要な

要素についての意見を述べたものである。 

  

Ｃ.研究結果 

 どちらの資料においても、TIC の実践には、

臨床的な取り組みと組織的な取り組みが必要

であることが強調されていた。今年度は主に、

組織的な取り組みに必要な要素についてまと

める。 

 

Ⅰ.SAMHSAのプロトコール(3) 

 トラウマインフォームドな組織づくりの基

礎となるものとして、以下の10項目を挙げて

いる。 

(1)組織的にTICを構築するためのコミットメ
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ント 

(2)変化のための初期インフラの構築 

(3)当事者を含むキーパーソンの参加 

(4)現在の組織体制がTIC推進に適合している

かどうかの評価 

(5)TIC実践者を支援するための組織計画 

(6)地域の様々な機関との連携 

(7)組織計画の実行 

(8)当事者のニーズに合ったTICを一貫して提

供できているかどうかの再評価 

(9)ニーズや問題点が明らかになった場合の

改善 

(10)継続的な研修、臨床的スーパービジョン

など。 

 

その上で、合計16の戦略を挙げている。このう

ち、戦略10では、普遍的なスクリーニングを組

織として取り入れることが推奨されている。

昨年度も、トラウマのスクリーニングとアセ

スメントが重要であるとされていることを報

告したが、組織の取組みにおいても、全てのサ

ービスにおいて、定期的なスクリーニングの

実施が推奨されている。スクリーニングが行

われないと、クライエントがトラウマのサバ

イバーであることが認識されず、彼らの回復

の機会が失われるリスクと共に、従来の支援

によって再トラウマを与えるリスクも高まる

と考えられているからである。 

戦略12では、科学的根拠に基づく知識の活用

が推奨されている。これには、効果が実証され

ているトラウマ治療で使用されているさまざ

まなスキルの活用が含まれる。 

戦略14では、フィードバックと評価を継続す

ることが挙げられている。組織の実践がTICの

目的を達成しているかどうかを評価するため

に不可欠であると考えられているからである。 

また、戦略16では、トラウマインフォームドな

協働体制の構築が挙げられている。関連機関

が協働してクライエントを支援する体制の構

築が何よりも大切であるからである。そのた

めには、切実なニーズが生じてから連携を模

索するよりも、日頃から地域のリソースのネ

ットワークを構築しておくことが効率的であ

るとされている。 

  

Ⅱ．専門家のインタビューに基づくTIC推進の

重要要素(4) 

 専門家のコンセンサスでは、TIC実践のため

には、次の5つの視点から、組織の枠組みを変

える必要があるとされている。すなわち、①ク

ライエントをエンパワーすること、②クライ

エントにケアの選択権があること、③組織の

職員、クライエント、家族の協力関係を最大化

すること、④クライエントの身体的心理的安

全を維持すること、⑤提案されたケアがどの

ようなもので、だれが行うのかについて、クラ

イエントに明確に示し、信頼性を構築するこ

と、である。 

 その上で、組織がTICを実践するために重要

なこととして、次の5点を挙げている。 

１．組織が変わっていく過程をリードし伝え 

る。 

２．組織計画にクライエントを参画させる。 

３．臨床に携わるスタッフのみならず、全ての

職員に研修を行う。 

４．安全な環境を構築する。 

５．職員の二次的トラウマを予防する。                       

 

この中で、安全な環境の構築に関しては特に

次のような項目を挙げている。 

   

（身体的環境） 

・駐車場・共用部分・トイレ・出入り口などを

明るくしておく。 

・出入り口の外で喫煙したり、うろついたり

することができないようにする。 

・誰が出入りしているのかを監視すること。 

・建物の内外にセキュリティ要員を配置する。 

・待合室での騒音レベルを低く保つ。 

・すべての標識に歓迎の言葉を使う。 

・クライエントが室内のドアにアクセスしや

すく、希望すれば簡単に出られるようにする。 

 

（社会・情緒的環境） 

・クライエントを歓迎し、敬意を払われサポ

ートされていると感じられるようにする。 

・職員が健全に対人境界線を守り、対立に適

切に対処することができる。 
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・一貫したスケジュールと手順を守る。 

・変更がある時は、十分な予告と準備をする。 

・一貫した、率直で、尊敬と思いやりのあるコ

ミュニケーションを維持する。 

・個人の文化が、トラウマ、安全性、プライバ

シーの認識にどのように影響するかを意識す

る。 

 

 さらに、専門家のコンセンサスでは、職員の

研修では、効果が実証されたトラウマに特化

した治療アプローチの研修を実施することが

推奨されている。また、クライエントの様々な

ニーズに応じるために、紹介元や関連機関と

の協働が重要であり、地域全体での領域横断

的な事例検討会や研修活動の実施が有効であ

るとされている。 

 一方、専門家たちは、TICを進化させるため

には、TICで使用される用語の標準化を行うこ

とが大切であるとしている。トラウマの概念

や定義の捉え方は議論の多いところである。

トラウマの定義を厳密にしようとすると、TIC

のサービスを必要とする人を取りこぼすおそ

れがあるし、一人も排除しないようにしよう

とすると、トラウマの定義が広がりすぎて拡

散してしまうかもしれない。しかし、標準化さ

れた用語がないと、クライエントを支援する

領域横断的なサービスを提供するにあたり、

意思疎通の不全が生じるかもしれないことが

指摘されている。 

 また、クライエントにTICを説明する際には、

スティグマを軽減するために、「トラウマ体験

がクライエントの心身の健康状態に影響を与

えている」というように、クライエントが体験

したトラウマ的出来事と現在の健康不全との

関連を説明することで、クライエントの信頼

性が高まる、としている。 

 最後に、専門家たちは、トラウマは公衆衛生

上の問題であり、禁煙、ワクチン接種、シート

ベルトの着用の促進などと同様の取組みをす

ることにより、TICを提供する専門家の意識を

向上させることが重要であることを指摘して

いる。そのためには、キャンペーンや公共サー

ビス広告、SNSの活用も推奨されており、これ

らの取組みが、トラウマにまつわる偏見をな

くすためにも役立つと考えている。 

 

Ｄ.考察 

 今回レビューした 2 つの資料の双方で、効

果が実証されたトラウマ治療の研修や採用が

TIC の推進力になること、および、一人の臨床

家やひとつの機関だけではなく、地域全体が

協働して TIC を推進していくことの重要性が

指摘されていた。 

 これら 2 つの視点で考えた場合、最近米国

で盛んに展開されている、地域を基盤とする

協働学習モデル（Community Based Learning 

Collaborative, CBCL）がヒントになるかもし

れない(5)。 

CBCL の中で歴史のあるものとして、サウスカ

ロライナ州で全州的に取り組まれている

Project BEST（Bringing Evidence-Supported 

Treatments  to South Carolina Children 

and Their Families）(6)）がある。このプロ

ジェクトは、効果が実証されたトラウマ治療

を地域で普及させるために、主に地域のサー

ビスパターンが変化しにくいという課題に対

応するために開発されたものである。そのた

め、研修の実施の焦点が地域全体に向けられ

ており、治療を担当する臨床家だけではなく、

地域の精神保健サービスや福祉システムの多

くの機関の専門家を巻き込んで展開される。 

地域の専門家たちは、あるケースを発見した

時の、ケアの可否の判断、支援計画の立案、紹

介やケースマネジメント、モニタリングなど

を担うため、これらの専門家の意識の変革が

重要であると考えられているのである。 

わが国においても、TIC を精神医療、保健、福  

祉領域や、児童福祉領域など、さまざまなフィ

ールドで実践普及していくためには、CBCL の

ような取り組みが必要ではないかと考えられ

た。 

  

Ｅ.結論 

TIC を精神医療、保健、福祉領域など、さまざ

まなフィールドで実践普及し、さらに、これら

の領域が連携しながら TIC を推進していくた

めには、組織的な取り組みが必要である。また、

効果が実証されたトラウマ治療の研修や地域
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全体での取り組みが重要であると考えらえる。 
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厚生労働科学研究費（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

「精神科医療機関に対するトラウマインフォームドケア研修の効果に関する検討」 

研究分担者 臼田 謙太郎 

研究協力者 三宅 美智、羽澄 恵、西 大輔 

（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 公共精神健康医療研究部） 

研究要旨 

精神医療では、隔離や身体拘束などの強制的な手段の使用は、障害者の権利を守るために重要なテ

ーマとなっている。しかし精神保健福祉資料によると、日本では隔離や身体拘束は増加傾向にある。

また国際的な比較では、隔離や身体拘束の実施割合は高くはないが、実施期間は長期化している傾

向にある。臨床現場では、状況の変化に合わせた隔離や身体拘束を減らす努力がなされているその

一方で、2022年の国連勧告では、強制入院の見直しが指摘されたこともあり、隔離や身体拘束につ

いても引き続き減らすための対策が求められている。精神疾患患者の場合には、隔離や身体拘束が

トラウマ体験になりうることや、トラウマを含む小児期の逆境体験を経験している割合が高いため、

トラウマに着目する必要がある。トラウマに配慮したケアにトラウマインフォームドケア（Trauma

Informed Care: TIC）がある。TICは隔離・身体拘束削減の方法である「Six Core Strategies」で

も、患者にケアを提供する際の基本的な姿勢として位置づけられており、その有用性が示されてい

る。しかし、日本ではTICが浸透しているとは言えない状況にある。そこで本研究では、精神病床を

有する医療機関の看護職・看護補助者を対象に動画を用いたTIC研修を実施し、介入前後で隔離・身

体拘束実施時間が短縮するのか、またTICの動画研修によって、TICを前提とした態度の習得が可能

かについて効果検証することを目的とした。研究協力施設は10施設で、TIC研修の実施を希望した介

入群5施設、TIC研修の実施を希望しなかった対照群5施設であった。TIC研修に用いた動画は1回15分、

第1回から第5回、合計90分程度で構成されており、個人が任意のタイミングで視聴するか、集合研

修を実施することによって提供された。動画によるTIC研修の介入の結果、介入前後で隔離・身体拘

束時間の有意な短縮は認められなかったが、看護職・看護補助者のTICに関する態度の獲得に有効で

あることが明らかになった。

A．研究目的 

精神医療では、隔離や身体拘束などの強制的

な手段の使用は、障害者の権利を守るために

重要なテーマとなっている１)。しかし精神保健

福祉資料によると2)、日本の隔離や身体拘束は、

ともに増加傾向にある。その背景には、入院患

者に占める高齢者や身体合併症の増加などの

患者要因の他に、患者の負担を減らすために、

状態に合わせて必要なときのみ短時間の実施

をすることで、回数が増加したり、透明化を図

るために、意識的に報告が行われるようにな

ったなど、治療環境要因や臨床現場の意識の

変化なども関係していると言われている。国

際的な比較では、隔離や身体拘束の実施割合

は高くはないが、実施期間は長期化している

傾向にある3)4)。臨床現場では、状況の変化に合

わせた隔離や身体拘束を減らすための努力が

なされている。その一方で、2022年の国連勧告

では、強制入院の見直しが指摘されたことも

あり、隔離や身体拘束についても引き続き減

らすための対策が求められている。 

隔離や身体拘束は、精神障害者にとって心理

的侵襲が高いこともあり、トラウマ体験とな

りうることが予想される。隔離や身体拘束な

ど強制治療後の心的外傷後ストレス障害

（Post Traumatic Stress Disorder、以下PTSD）

発生率の推定値は25％～47％と高値であるこ

とが示されている5)。また小児期逆境体験

(Adverse Child Experiences、以下ACEs)は、

トラウマ体験となりうることが知られている。
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特に精神障害者の場合には、ACEsが一般住民

よりも高いこと6)や累積暴露量も生涯を通し

て高くなりやすいことが指摘されている7)。つ

まり精神障害者の場合、強制的な治療がPTSD

といった二次的な障害のリスクにつながる可

能性や、精神科病院で治療を受けるまでに、何

らかのトラウマ体験を経験している可能性が

高いということが言える。そのような背景か

ら精神医療でもトラウマが着目されるように

なった。特に隔離や身体拘束は、精神障害者の

トラウマ体験となりうる強制的な治療の1つ

として挙げられるため、それを予防すること

や、実施する際には医療者側の配慮が求めら

れるようになってきた。

トラウマに配慮したケアに、トラウマインフ

ォームドケア（Trauma Informed Care、以下

TIC）がある。米国薬物乱用・精神保健管理局

（ Substance Abuse and Mental Health

Services Administration, SAMHSA）から手引

きが出版されており8)アメリカでは、地域や医

療において幅広くTICの実装に向けた取り組

みがなされている。TICはPTSDに特化した治療

ではなく、ACEsのようなトラウマ体験の影響

を理解し、当事者がトラウマを体験したこと

が明らかではなくともその可能性を念頭に置

き、それを踏まえた対応を通常の医療やサー

ビスの中に組み込んでいくことである9)。隔

離・身体拘束削減のための戦略「Six Core

Strategies」10)においても、基本理念としてTIC

が導入されており、患者にケアを提供する際

の基本的な姿勢として位置づけられている。

「Six Core Strategies」は、アメリカで開発

された方法であるが、オーストラリア、ニュー

ジーランド、イギリス、カナダ、フィンランド

など多くの国で臨床実践に用いられており、

その有効性が示唆されている11）。すでに日本で

も2010年に精神看護領域の雑誌で翻訳版が紹

介されている12)。このようにTICは、保健、医

療、福祉の分野に幅広く導入されたり、隔離・

身体拘束削減に影響を及ぼす重要な概念とし

て位置づけられている。先行研究では、TICを

前提とした態度が隔離・身体拘束の減少に有

用である13)１４）ことが示されており、精神医療

でも注目されるようになった。

しかし日本ではその考え方が浸透していると

は言えない状況にある。そのため日本におい

て習得するための方法の確立やTICの有用性

を検証することが必要であると考えられる。

そこで本研究では、精神病床を有する医療機

関の看護職・看護補助者を対象に動画を用い

たTIC研修を実施し、介入前後で隔離・身体拘

束実施時間に影響を及ぼすのか、またTICの動

画研修によって、TICを前提とした態度の習得

が可能かどうかについて効果検証することを

目的とした。

B．研究方法 

1. 介入方法の概要

本研究は、RESCOPEシステムを導入している精

神病床を有する医療機関を対象とし、TIC研修

の実施を希望する介入群とTIC研修を希望し

ない対照群に分け、介入群に所属する看護職・

看護補助者を対象に介入を実施した。入院患

者を対象に隔離や身体拘束実施時間をアウト

カムとした調査1、看護師を対象にTICを前提

とした態度を測定する尺度をアウトカムとし

た調査2を実施した。

介入群の医療機関に2021年11月時点で勤務し

ている看護職員を対象として動画視聴による

介入を行った。介入期間は2021年11月～2022

年1月であった。TIC研修は、1回15分～20分程

度の動画を5本、合計90分程度で構成されてい

た。動画の内容は、トラウマインフォームドケ

アの紹介（第1回）、トラウマによって引き起

こされる症状（第2回）、トラウマのメガネを

手に入れる（第3回）、トラウマインフォーム

ドケアの再発見（第4回）、行動制限最小化（第

5回）についてであった。動画の視聴方法は、

①各医療機関で視聴可能な媒体に保存された

動画にアクセス、②個人のスマホなどの媒体

か ら 本 研 究 の た め に 立 ち 上 げ た HP

（https://traumalens.jp/）にアクセス、③集

合研修を開催の３つの方法のなかで、各研究

協力施設に合った方法を選択できるように準

備した。また、資料としてTIC動画視聴に加え

てワークシートの提供を行い、個人、あるいは

病棟単位で任意での学習を依頼した。
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2. 倫理的配慮

本研究は東京大学大学院医学系研究科・医学

部 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 し た

（2021065NI-(1)）。

3. 研究デザインおよび解析方法

1) 調査1

① 研究デザイン

非無作為化比較試験を行った。

② 研究参加者

研究参加者は、2020年4月～2022年4月に研究

協力施設の精神病床に入院していた患者であ

った。

③ データ収集方法

電子カルテから特定のデータを自動収集する

RESCOPEシステムを用いてデータ収集を行っ

た。RESCOPEシステムは、電子カルテが閲覧で

きるパソコンにシステムを導入することで、

データ管理者が任意のタイミングで操作する

と、電子カルテ情報のうち研究にかかわる情

報のみを自動的に抽出してデータベースを作

成することができる。データベースを作成す

る過程で、各患者の個人情報は自動的に匿名

加工され、CSVファイルに変換される。作成さ

れたCSVファイルは、送付手続きを行うウェブ

サイトを通してアップロードされる。アップ

ロードされたCSVファイルは、国立精神・神経

医療研究センター内に設置された特定のPCで

ダウンロードを行うことでデータ収集できる

ようになっている。

④ データ収集期間

データ収集期間は、2019年4月～2022年4月で

あった。2019年4月～2020年3月のデータにつ

いては、2020年4月以降に在院していた患者の

入院時のデータを収集するためのみに使用し

た。

⑤ データ収集項目

施設属性として、病床数、病棟入院料、患者属

性として、主診断、性別、生年月、入院形態、

隔離・身体拘束実施時間を収集した。アウトカ

ムは1日あたりの隔離・身体拘束実施時間とし

た。

⑥ 統計解析

本研究では、ベースラインを2020年4月～2021

年10月、フォローアップを2022年2月～4月と

し、患者情報が取得可能な患者（2019年4月以

降に入院した患者）を解析対象とした。ベース

ライン期間中に連続して入院している期間を

1エピソードとカウントし、エピソード単位で

の解析を行った。なお2021年11月～2022年1月

が介入期間であったため、この期間の入院エ

ピソードは除いた。ベースライン時の各変数

の平均値と標準偏差(SD)または該当者数と割

合を算出するとともに、介入群と対照群の違

いを調べるためにχ2検定、t検定を行った。

統計解析は、主解析は差分の差分法解析、副次

的解析は、介入群に対して分割時系列解析を

用いた。解析の際には、性別、年齢、主診断、

病棟入院料、病床数、COVID-19クラスタ発生で

調整した。

2) 調査2

① 研究デザイン

介入群について、ベースライン調査、介入後調

査、フォローアップ調査の変化を検討した。

② 研究参加者

調査協力の得られた各施設の精神科入院病棟

に所属する看護職または看護補助者に調査へ

の参加を求めた。

③ データ収集方法

同意の得られた看護職または看護補助者に3

回（ベースライン調査：2021年10月、介入後調

査：2022年2月、フォローアップ調査：2022年

5月）の質問紙調査を実施した。

④ データ収集項目

基本属性（所属病棟、職種、職位、総経験年数、

精神科での経験年数、雇用形態、性別、年齢）

をベースライン調査で収集し、3回の調査では、

the Attitudes Related to Trauma-Informed

Care Scale10項目版（以下、ARTIC10）を収集

した。

介入の効果はARTIC10を用いて測定した。

ARTIC10はARTIC45の短縮版で、対人関係サー

ビスで働く支援者のTICに関する態度を評価

するために開発された尺度である15)。得点が高

いほど、TICを前提とした態度が良好であるこ

とを示す。

⑤ 統計解析

各変数の平均値と標準偏差(SD)または該当者

数と割合を算出した。ベースライン、介入後、
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フォローアップのARTICの変化を検討するた

め、マルチレベル解析による混合効果モデル

を実施した。各レベルの設計は、レベル1を時

点（ベースライン、介入後、フォローアップ）、

レベル2を個人（看護職・看護補助者）、レベ

ル3を病棟、レベル4を病院とした。レベル1を

固定効果、レベル2～4をランダム効果とした。 

C．研究結果

1. 調査1

1) 対象者の属性

研究協力の得られた施設は11施設で、TIC研修

を希望した介入群6施設、TIC研修を希望しな

かった対照群5施設であった。介入群6施設の

うち、1施設はCOVID-19感染拡大の影響で、大

幅に病棟機能に変更があったため、解析デー

タからは除外した。介入群の入院エピソード

数は5,051、対照群の入院エピソード数は

3,850であった。対照群は介入群と比較して、

平均年齢が高く（介入群：52.7歳、SD＝±23.7、

対照群58.6歳、SD＝±21.5、P＜0.001）、入院

期間も長期（介入群：98.02日、SD＝±125.1、

対照群：116.8日、SD＝±178.1、P＜0.001）、

認知症患者の割合が有意に高かった（介入群：

12.0％、対照群22.9％、P＜0.001）。このほか

に対照群での隔離実施時間（介入群：2.6時間、

SD＝±5.2、対照群：2.9時間、P＜0.001）、介

入群での身体拘束実施時間（介入群：0.6時間、

SD＝±2.6、対照群：0.3時間、SD＝±1.7、P＜

0.001）が有意に高いという特徴があった。な

お、本解析データには、医療観察法病床が含ま

れている。

2) TIC研修による介入効果

主解析の隔離実施時間においても身体拘束実

施時間においても、介入前後での変化につい

て、介入の有無による有意な相違はみられな

かった。（時点×介入群：隔離、estimate=-0.13、

P＝0.63、身体拘束、estimate=-0.19、P＝0.07）。 

それ以外の共変量では、急性期病棟、非同意入

院では隔離実施時間は長くなり、また女性で

あること、年齢が若いこと、主診断がF0（認知

症等）、は短くなる傾向にあった。身体拘束実

施時間は、年齢が高い、認知症などのF0、非同

意入院、病床数が多いと長くなり、急性期病棟

だと短くなる傾向にあった。

副次解析の介入群のみのデータを用いて隔

離・身体拘束実施時間をアウトカムとした分

割時系列解析の結果も同様に、介入前後で隔

離・身体拘束実施時間に有意な短縮は認めら

れなかった（隔離実施時間：estimate＝-0.23、

ｐ＝0.13、身体拘束時間：estimate＝-0.06、

ｐ＝0.53）。 

2. 調査2

1) 対象者の属性

今回ベースラインで回答した617名を解析対

象とした。基本属性は、男性177名、女性439名、

それ以外1名、平均年齢42.01歳（SD＝±12.18）、

平均総経験年数15.60年（SD＝±11.38）、平均

精神科経験年数11.05年（SD＝±9.52）であっ

た。

2) TIC研修による介入効果

ARTIC10をアウトカムとしたマルチレベル解

析では、介入後調査、フォローアップ調査とも

にベースライン調査と比較して、有意に得点

が高かった（介入後調査：estimate＝0.12、P

＜0.001、フォローアップ調査：estimate＝

0.09、P＜0.001）。

D. 考察

1. 調査1

今回の介入では、隔離・身体拘束実施時間に有

意な短縮は示されなかった。その理由として

動画視聴による介入は、看護師の知識や態度

の改善には、有効性が示唆されているが、隔

離・身体拘束時間の短縮をアウトカムにする

場合には、動画視聴のみの介入では強度が低

い可能性が考えられる。しかし統計学的には

有意差はなかったものの、隔離・身体拘束実施

時間ともに減少傾向が示されており、動画研

修そのもののコンテンツの改定、あるいはさ

らに長い期間の介入等、介入強度を上げるこ

とにより、有効性が認められる可能性はある

と考えられる。また、今回の介入では、TIC動

画視聴に加えて任意でグループワークを行う

ためのワークシートの提供を行ったが、それ

を実施した病棟は少なかった。動画視聴の他

にグループワークを取り入れる時間を取るこ

とが多くの医療機関では困難であったと考え

られる。今後は、普段行う申し送りやカンファ
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レンスにTICの視点を取り入れるなど、具体的

なTICの導入例を収集し、提示するなどの工夫

を行うことで、限られた時間の中で動画コン

テンツ以外にTICについて考える機会を増や

すことも有用かもしれない。またデータ収集

した期間の多くは、新型コロナウイルスの感

染下であったため、精神科医療機関ごとに状

況が異なっていた可能性がある。そのことが

隔離・身体拘束の実施に少なからず影響した

可能性は考慮する必要があると考えられる。

2. 調査2

看護職・看護補助者を対象とした質問紙調査

では、ARTIC10の得点が介入後、フォローアッ

プも有意に高く、効果が持続していることが

示された。動画による研修は、TICを前提とし

た態度の獲得に有効であったと考えられる。

今回の研究では、看護職・看護補助者を対象と

していたため、今後は、医師や精神保健福祉士

などの患者に関わるより多くの職種がTICを

学ぶことにより、隔離や身体拘束の減少にも

影響を及ぼすことができるのではないかと考

えられる。

E．結論 

今回のTIC動画を用いた研修では、隔離・身体

拘束実施時間の有意な短縮は認められなかっ

たが、減少傾向になる可能性は示された。また、

看護職・看護補助者のTICに関する態度の獲得

に有効であることが明らかになった。 

F．健康危険情報 

特になし 

G．研究発表 

1．論文発表

特になし

2．学会発表

特になし

H．知的財産権の出願・当労苦状況（予定含む。） 

1．特許取得

特になし

2．実用新案登録

特になし

3．その他 

特になし 
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当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 5年 4月 1日 
厚生労働大臣 殿 
 機関名 大正大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
 
 氏 名 高橋 秀裕         

 
 次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
 
１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

 
２．研究課題名  精神保健医療福祉施設におけるトラウマ（心的外傷）への対応の実態把握と指針開発の

ための研究  
 

３．研究者名  （所属部署・職名） 大正大学地域構想研究所・客員教授               
 

（氏名・フリガナ） 竹島 正（タケシマ タダシ）                 
 
４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み     審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東京大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし

一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 
 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和5年３月31日 
厚生労働大臣 殿 
 機関名  公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 

 
                      所属研究機関長 職 名   理事長  
 
 氏 名   五百旗頭 真 

 次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
 
１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

 
２．研究課題名  精神保健医療福祉施設におけるトラウマ（心的外傷）への対応の実態把握と指針開発の

ための研究  
 

３．研究者名  （所属部署・職名）  兵庫県こころのケアセンター 副センター長兼研究部長                               
 

（氏名・フリガナ）  亀岡 智美・カメオカ サトミ                               
 
４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み     審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし

一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 
 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 ■（その理由：研究内容の考察において利益相反が生じる余地がない） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 5年 3月 13日 
厚生労働大臣 殿 
 機関名 国立精神・神経医療研究センター 
 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
 
 氏 名    中込 和幸     

 
 次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理について

は以下のとおりです。 
 
１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

 
２．研究課題名  精神保健医療福祉施設におけるトラウマ（心的外傷）への対応の実態把握と指針開発のため

の研究  
 

３．研究者名  （所属部署・職名）  公共精神健康医療研究部・政策評価研究室長                              
 

（氏名・フリガナ）  臼田 謙太郎 ・ ウスダ ケンタロウ                               
 
４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み     審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 

国立精神・神経医療研究セン

ター 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし一部

若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とす

る医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 
 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 




